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監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１９９条第１４項の規定により、次のとおり公表する。  
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監査結果に基づく措置通知書  

 

監 査 の 種 類 定期監査及び行政監査  

監 査 実 施 期 間 令和 5 年 11 月 1 日  ～  令和 6 年 3 月 26 日  

措置を講じた部局等 総務局  

指  摘  事  項  等  措置内容  所管部課  

３ (1) 

公有財産（土地・建物）の管理に

ついて  

公有財産（土地・建物）の管理

に係る事務について、以下のとお

り指摘すべき事項等があったの

で、適切な処理をする必要があ

る。  

  

   

ア  使用料等の徴収    

堺市行政財産の目的外使用に関

する条例では、行政財産の目的外

使用許可を受けた者は、市が指定

する期日（以下「納期限」という。)

までに使用料を納付しなければな

らないとされている。また、堺市

債権の管理に関する条例施行規則

では、納期限までに納付がない場

合、市は納期限経過後 30 日以内に

原則として書面により期限を指定

して督促しなければならないとさ

れている。  

しかし、本庁舎に通信設備を設

置するために行っている行政財産

の目的外使用許可において、納期

限である令和 5 年 3 月 31 日まで

に使用料が納付されていなかった

にもかかわらず、同年 6 月 22 日ま

で書面による督促を行っていなか

3 月中に使用者から納期限

延長に係る相談があり、また 4

月上旬に遅延理由書の提出が

あったため、やむを得ないも

のとして口頭により納期限の

延長を認め、書面での督促は

行っていませんでした。  

その間、使用者に対しては、

口頭で督促を実施していまし

たが、延長後の納期限までに

納付の確認ができなかったた

め、書面で督促状を送付しま

した。  

また、使用料納付の督促を

行った場合は、納期限の翌日

から完納の日までの延滞金の

徴収手続きが必要であったと

ころ、手続きの必要性は認識

していましたが失念してしま

行政部   

総務課  
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った。  

さらに、堺市行政財産の目的外

使用に関する条例では、使用料の

納付についての督促を行った場合

は、納期限の翌日から完納の日ま

での日数に応じ延滞金を徴収する

ものとされているが、これを徴収

していなかった。  

い、実施できていませんでし

た。  

延滞金については、御指摘

を受け、徴収手続きを行い、令

和 6 年 1 月 23 日に納付が完了

したことを確認しました。  

今後は、納付期限の延長や

督促等の債権管理に係る手続

きについては、処理経過を記

録として残すことができるよ

うに、書面での意思決定及び

手 続 き を 行 う よ う 徹 底 し ま

す。また、担当係長、担当者の

両名が随時納入状況等を確認

で き る よ う 新 た に 作 成 し た

「使用料に係る整理一覧表」

を使用し、歳入事務の管理を

徹底します。また、納期限内に

納 付 の 確 認 が で き な い 場 合

は、速やかに書面による督促

を行い、使用料納付の督促を

行った場合は、延滞金の徴収

手続きを速やかに行います。  

   

イ  貸付料等の請求  

貸付料等の請求について、以下の

ものがあった。  

  

   

 (ｱ) 本庁舎において、飲料自動販

売機設置のための公有財産賃貸

借契約を令和 5 年 4 月 1 日に締

結している。本来、契約締結後

に貸付料の請求を行うべきとこ

ろ、契約締結前である同年 3 月

31 日を納期限とする納入通知

書を相手方に送付していた。  

財産活用課が示す契約スケ

ジュールでは、契約締結後に

納入通知書を発行することに

なっています。今回、公募要領

において貸付料の納入期限を

令和 5 年 3 月 31 日と定めてい

ましたが、契約締結手続きに

時間を要しました。そのため、

相手方の会計処理に係る都合

を考慮し、契約締結事務と収

行政部   

総務課  
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入金調定事務を同時並行で進

めていたこともあり、契約締

結前に納入通知書を送付して

しまいました。  

今後は、財産活用課が公表

している自動販売機公募スケ

ジュールに基づき、契約締結

後に納入通知書の発行・送付

を行います。また、納入期限内

に貸付料を納入されるよう、

時間的余裕をもって事務を進

めます。  

   

(ｲ) 本庁舎において、飲料自動販

売機設置のための公有財産賃貸

借契約を締結している。契約書

では、賃借人は、貸付料を市が

発行する納入通知書により、市

が指定する期限までに納入しな

け れ ば な ら な い と さ れ て い る

が、納入通知書に納期限の記載

がなかった。  

また、堺市財産規則では、原

則、貸付開始日までに貸付料を

納付させることとされているに

もかかわらず、貸付開始以降の

日に納付されていた。このこと

について、納期限を貸付開始以

降の日とする旨を口頭で相手方

に伝えたとのことだが、その旨

の意思決定を書面で行っていな

かった。  

納入通知書を送付する際に

は、納期限の記載が必要なと

ころ、記載の有無の確認がで

きておらず、未記載のまま賃

借 人 へ 送 付 し て し ま い ま し

た。なお、納期限については、

賃借人と協議の上、令和 5 年

5 月 8 日と定め、賃借人には口

頭で伝えていましたが、書面

による意思決定を失念してい

ました。  

今後は、納付期限の延長や

督促等の債権管理に係る手続

きについては、処理経過を記

録として残すことができるよ

うに、書面での意思決定及び

手 続 き を 行 う よ う 徹 底 し ま

す。また、納入通知書を送付す

る際には、主担当者、副担当者

の 2 名で記載事項に漏れ等が

ないか確認を行った上で送付

します。また、賃借人と協議を

行った場合は、その内容が確

認できる書類を作成し、納期

限の延長を行う場合は、理由

行政部   

総務課  
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を付した上で書面により意思

決定を行います。  

   

(ｳ) 本庁舎において、広告掲載用

ディスプレイを設置するための

行政財産の目的外使用許可を行

っており、市は当該許可を受け

た者 (以下「設置者」という。 )

との間で堺市役所本庁舎屋内広

告掲載業務に関する覚書を締結

している。  

覚書では、設置者は、設置場

所が有する広告効果の対価とし

て、広告掲載料を市が発行する

納入通知書により業務を開始す

る日までに全額納付することと

されており、納期限内に納付さ

れない場合は遅延利息が発生す

るとされている。市では、当初、

納期限を業務開始前の日に設定

し納入通知を行っていたにもか

かわらず、納期限内に納付され

ていなかった。このことについ

て、納期限を業務開始以降の日

に延長する旨を口頭で相手方に

伝えたとのことだが、その旨の

意思決定を書面で行っていなか

った。    

堺市役所本庁舎屋内広告掲

載業務では、覚書締結に係る

手続きにおいて、提出書類の

差替え等に時間を要したこと

により、覚書締結や納入通知

書の発行に遅れが生じてしま

いました。このため、設置者と

協議を行い、覚書に規定して

いる納期限の延長について合

意しましたが、書面による意

思決定を失念していました。  

今後は、納付期限の延長等

の債権管理に係る手続きにつ

いては、処理経過を記録とし

て残すことができるように、

書面での意思決定及び手続き

を行うよう徹底し、期限内に

納付が完了できるよう、時間

的余裕をもったスケジュール

で事務を進めます。また、設置

者と協議を行った場合は、そ

の内容が確認できる書類を作

成し、納期限の延長を行う場

合は、理由を付した上で書面

により意思決定を行います。  

行政部   

総務課  

   

[行政財産の目的外使用許可につい

て (意見 )] 

  

本庁舎において、 1 つの事務室

を 2 者に対して行政財産の目的外

使 用 許 可 を 行 っ て い る も の が あ

る。それぞれの申請では、各々の

使 用 面 積 が 記 載 さ れ て い る も の

の、使用面積の算出根拠が示され

ないまま、申請のあった面積で許

2 者が 1 つの部屋を共同で

使用するにあたり、室内のほ

とんどを共用するため、求積

図に拠らず業務量に応じた按

分方法を用いて使用面積を算

定する行政財産目的外使用許

可の申請があり、2 者の申請す

行政部   

総務課  
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可を行っていた。なお、この 2 者

のうち、 1 者は目的外使用料が全

額免除されているため、両者の面

積比率により事務室全体の使用料

が増減することとなる。  

 目的外使用許可を行うに当たっ

ては、財産管理上、使用目的・面

積と使用許可の内容との間に齟齬

がないかの確認が求められるもの

であるため、許可した内容を明確

に で き る よ う 適 切 に 審 査 さ れ た

い。  

る面積の合計と部屋の面積が

一致していることから、適切

であると判断し許可を行いま

した。  

御指摘を受けて、同使用許

可の制度を所管している財産

活用課に改めて確認したとこ

ろ、「許可面積は、財産規則別

表に定めるもの（電柱等）を除

いて水平投影面積で計算する

運用としているため、出入口

等、複数が共用しているため

相手方が占用しているとはい

えない部分を除き、使用範囲

を明確にしてその寸法まで求

積図に明記できる状態が望ま

しい。」との見解が示されまし

た。  

財 産 活 用 課 の 見 解 を 踏 ま

え、2 者が 1 つの部屋を共同で

使用する場合の行政財産目的

外使用許可にあたっては、2 者

には、外部から見ても使用範

囲が明確になるよう、床にテ

ープで両者の境界線を表示し

た上で申請するよう求め、使

用面積を水平投影面積で算定

し、求積図に明記できる状態

となるよう見直しを行いまし

た。  

なお、2 者が使用範囲を定め

るにあたり、それぞれ占用す

る執務スペースと出入口を繋

ぐ共用の通路については 2 者

連名で使用することとなり、

うち 1 者の目的外使用料を全

額免除していることから、堺

市行政財産の目的外使用に関
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する条例第 4 条第 1 項第 3 号

により、共用部分に接するそ

れぞれ占用する執務スペース

の面積を用いて減免率の算定

を行いました。  

   

３ (2)  

役務費（手数料）について  

役務費（手数料）に係る事務につ

いて、以下のとおり指摘すべき事

項があったので、適切な処理をす

る必要がある。  

  

   

ア  契約金額の決定    

令和 5 年度堺市職員の子宮がん

検診に関する業務において、契約

単価を決定するための一般競争入

札を実施している。入札説明書に

は「落札決定に当たっては、入札

書に記載された金額の 100 分の 10

に相当する額を加算した額をもっ

て落札金額とする」と記載されて

いるが、 1 円未満の端数処理につ

いての定めはなかった。  

入 札 で 契 約 金 額 を 決 定 す る 場

合、 1 円未満の端数処理について

特段の定めがないときは、端数処

理を行わずに落札金額を契約金額

としなければならないが、 1 円未

満の端数を切り捨てた金額を契約

単価としていた。  

本件は、端数処理は行わず

に契約締結する予定で公募し

ましたが、落札業者から 1 円

未満を切り捨てた見積書の提

示があり、市に有利な内容で

あったことから誤って切り捨

てた金額で契約締結したもの

です。今後は、調達課庁内ホー

ムページの Q＆ A にあるとお

り、端数処理は行わず、入札金

額に消費税等相当額を加算し

たものをそのまま契約金額と

します。  

なお、令和 5 年度の契約相

手方には、端数処理を行わず

に契約締結するのが適切であ

ったことを伝えましたが、支

払額については当初の契約内

容のとおり、端数を切り捨て

た契約単価（ 5,700 円）に受検

者数を乗じた額で差し支えな

い と の 回 答 を 文 書 で 得 ま し

た。  

人事部  

 労務課  
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３ (3) 委託料について  

委託料に係る事務について、以下

のとおり意見を付す。  

  

   

[部分完了金の支払いについて（意

見）］  

  

次期職員情報システム開発業務

において、履行期間を約 2 年 1 か

月間とした複数年契約を令和 5 年

2 月 28 日に締結し、支払方法を令

和 4 年度、令和 5 年度、令和 6 年

度の各年度部分完了払 (計 3 回 )と

している。  

本契約は業務完了の対価として

契 約 代 金 を 支 払 う 請 負 契 約 で あ

り、部分完了払のように業務完了

前に契約代金の一部を対価として

支払う場合は、成果の可分給付を

受けることにより、本市が対価相

当 分 の 利 益 を 得 て い る 必 要 が あ

る。  

一方、業務完了の対価としてで

はなく、業務の準備行為等に対し

て支払う場合は、地方自治法施行

令第 163 条の規定に基づく前金払

となり、万一契約解除等により開

発業務が頓挫したとしても支払済

の 前 払 金 の 返 還 請 求 は 可 能 で あ

る。  

しかし、本契約における部分完

了払は、通常の完了払と同様に完

了検査を経て、契約代金の一部を

支払う方法であるため、契約解除

等の状況になった場合、支払済の

部分完了金の返還請求は原則でき

ないものと考えられる。  

このように、部分完了払には一

定のリスクが内在しているため、

次期職員情報システム開発

業務における令和 4～ 6 年度の

支払額の比率については、入

札実施に先立って実施した情

報提供依頼（ RFI）に回答し、

入札参加を検討していた各事

業者の見積により算定したも

のですが、各事業者の提案に

おいて業務初年度に提供され

るシステムパッケージに係る

価格の全体の金額に占める比

率が大きく異なっていたこと

から、各事業者の業務実施が

確実に可能となるよう、支払

額 の 比 率 を 設 定 し た も の で

す。  

一方で、落札事業者の契約

締結時の見積書においては、

パッケージ料金の契約金額全

体に占める比率が低かったた

め、プロジェクト実施体制の

構築、令和 5 年度以降の業務

実施に向けての具体的な準備

の完了を含めても、御指摘の

とおり、部分完了払において

業務完了前に契約代金の一部

を対価として支払う場合の、

令和 4 年度中に本市が得るべ

き対価相当分の具体的利益と

は均衡しない支払額となって

いたものです。  

本業務のように、落札事業

行政部  

 総 務 サ ー ビ ス

課  
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適切かつ慎重な検査が求められる

にもかかわらず、令和 4 年度の支

払いに際し、本市が利益を得てい

るとは言い難い業務の準備行為を

成果に含めて完了検査を行い、約

1 か月間の履行に対し、契約金額 7

億 2,600 万円の 33％に当たる 2 億

3,958 万円を部分完了金として支

払っていた。  

業務の準備行為等に対して支払

うのであれば、契約上、前金払で

ある旨を明確にした上で支払うべ

きであり、また、本件のように契

約時に部分完了金額を確定させて

支払う場合は、部分完了金が業務

完了の対価であることを念頭に置

き適正な金額を設定されたい。  

者によって年度における支払

い比率に大きく差が出る業務

については、最終年度以外の

年度の支払比率に上限を設け

る等、各年度における支払額

を適正化する方策を検討しま

す。  

なお、本業務の進捗におい

て、令和 4 年度分については

令和 6 年 2 月時点で支払済額

に相当する業務は完了してお

り、令和 5 年度に基本設計工

程の完了、プログラムの開発、

令和 6 年度は各種テスト工程・

デ ー タ 移 行 等 を 当 初 計 画 と

し、令和 5 年度は計画どおり

完了したため、令和 5 年度末

においては契約書記載のとお

りの金額の支払いを行いまし

た。  

   

３ (4)  

使用料及び賃借料について  

使用料及び賃借料に係る事務に

ついて、以下のとおり指摘すべき

事項があったので、適切な処理を

する必要がある。  

  

   

ア  長期継続契約の事務手続    

市では、総務サービス課執務室及

び総務事務センター事務室として

使用するために、平成 21 年度に締

結した賃貸借契約により建物のフ

ロアを借り上げている。  

当契約は、契約期間満了の 6 か月

前までに賃貸借人双方の申出がな

い場合は引き続き 1 年間同一条件

で契約が更新される自動更新条項

当初契約時においては、契

約相手方とは、地方自治法第

234 条の 3 に規定される長期

継続契約を締結する旨の合意

はできていたものの、契約書

が長期継続契約の要件を満た

していないことを認識してい

ませんでした。   

御指摘を受け、契約相手方

行政部  

 総 務 サ ー ビ ス

課  
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を付記した長期継続契約であると

のことだが、契約締結の決裁文書

において長期継続契約とする旨の

意思決定がされておらず、さらに、

予算の減額又は削除があった場合

に契約の変更や解除ができる旨を

規定した条件付解除条項が契約書

に記載されていなかった。  

と協議し、契約書に条件付解

除条項を追記することで了承

を得ましたので、変更契約を

速やかに締結しました。その

際の決裁文書には長期継続契

約である旨を記載しました。  

また、令和 6 年度以降の当

初支出負担行為にかかる決裁

文書にも同様に長期継続契約

である旨を記載しました。  

今後、長期継続契約に基づ

く契約を締結する際は、契約

書が当該要件を満たしている

かを根拠法令及び調達課の最

新の通知等をもとに確認し、

決裁文書に根拠法令を遺漏な

く 記 載 す る こ と を 徹 底 し ま

す。  

   

３ (5)  

現金等の管理について  

現金等の管理に係る事務につい

て、以下のとおり指摘すべき事項

があったので、適切な処理をする

必要がある。  

  

   

 ア  受託業務の現金出納事務    

市は、本庁舎に設置した公衆電話

の通話料金の回収業務を電気通信

事業者から受託しており、公衆電

話を利用した者の通話料金を毎月

電話機から回収し、公金外現金と

して専用口座で管理している。ま

た、同事業者への毎月の通話料金

の支払いは専用口座からの自動引

き落としにより行われている。な

お、毎月の通話料金は受託手数料

と相殺の上請求されているため、
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受託手数料相当額は専用口座に残

ることとなる。  

このことについて、以下のものが

あった。  

   

(ｱ) 公金外現金の収支について、

令和 5 年 12 月 18 日に現金出納

簿兼収支整理簿の調査を行った

ところ、11 月以降の収支の記載

がなかった。  

公金外現金の現金出納簿兼

収支整理簿は、毎月記載する

必要があることを認識してい

ましたが失念してしまい、 11

月分の記載ができていません

でした。  

なお、記載漏れについては、

御指摘を受け、速やかに記載

しました。  

 今後は、収入や支出があれ

ば、その都度、主担当者と副担

当者の両名で記載状況を確認

するなど、記載漏れが発生し

ないようにチェック体制を強

化します。  

行政部   

 総務課  

   

(ｲ) 受託手数料を年度ごとに歳入

として受け入れることにより、

年度の収支はゼロになるはずで

あるが、少なくとも文書の残っ

ている平成 29 年度以降、根拠が

不明瞭な残余金が繰り越されて

いた。  

残余金については、年度ご

との受託手数料を毎年度歳入

として受け入れていなかった

ことから発生したものです。  

今後は、公衆電話機から回

収した月の回収額と電気通信

事 業 者 か ら の 請 求 額 を 比 較

し、収支状況を確認した上で、

残余金が発生しないよう、毎

年度受託手数料を歳入として

受け入れます。  

行政部   

 総務課  

   

イ  公金外現金の管理    

   

堺市職員厚生会の事務で扱って

いる公金外現金について、令和 5

現金を取り扱う際はその都

度、現金出納簿への記載が必

人事部   

 労務課  
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年 12 月 13 日に現金出納簿の調査

を行ったところ、11 月以降の収入

の記載がなかった。  

要であるという認識はありま

したが、失念していました。  

なお、未記載の収入につい

ては、御指摘を受け、速やかに

現金出納簿に記載しました。  

今後は、収入伝票の決裁完

了後、出納を行った際に担当

係長が出納簿の記載を確認す

ることとし、記載漏れが発生

しないようにチェック体制を

強化します。  

   

４  その他  

内部統制制度の評価対象につい

て、以下のとおり意見を付す。  

  

   

[内部統制制度における評価対象に

ついて（意見）］  

  

内部統制制度の評価対象につい

て、令和 2 年度以降、財務事務の全

て及び財務事務以外の事務のうち

「情報管理」のみとされてきたが、

毎年度、堺市内部統制評価報告書の

審査意見において、財務事務以外の

事務についても、内部統制に不備が

あった場合の影響度は、財務事務に

おける不備の場合と同様に重要で

あり、概ね全ての事務を対象として

評価手続を実施すべきである旨を

付記してきたところである。  

とりわけ文書事務について、令和

4 年度の同審査意見において、文書

事務の不備が散見されているにも

かかわらず、内部統制制度の評価対

象に含めていないことは、制度の基

本方針の合理性や適正性が問われ

ることにつながるので留意された

い旨を付記した。  

内部統制の対象事務につい

ては、地方自治法上、内部統制

の取組の段階的な発展を促す

観点から、最低限評価すべき

ものとして財務に関する事務

が必須とされ、その他の事務

については必要に応じて追加

するものとされています。  

また、総務省のガイドライ

ンにおいても、内部統制に関

する留意点として、重要度の

大きいリスクに優先的に取り

組むことや過度な統制を避け

るべきとされています。  

これを踏まえ、市では、財務

に関する事務に加え、過去の

個人情報に関する重大事件に

鑑み、情報管理に関する事務

を対象事務に追加し、評価を

実施しています。  

行政部  

 行政経営課  
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この件への対応について内部統

制制度を所管する総務局に確認し

たところ、評価対象の見直しについ

て具体的な進展は見られなかった。 

今回の監査でも、貸付料の納期限

の延長手続を口頭で行っていたも

のや、文書での督促を失念していた

ものなど、不適切な事務手続が散見

された。これらは財務事務における

収入の手続であるが、本来作成すべ

き文書を作成しておらず、基本的な

文書事務の不備とすべきものであ

る。このように文書事務は、財務事

務の執行においても必ず包含され

るものであり、文書事務を評価の対

象外とすることには合理性がある

とはいえない。  

これまで同審査意見に付記して

きた趣旨及び今回の監査結果を十

分に踏まえ、内部統制制度におい

て、文書事務を含めた全ての事務を

対象とした評価手続の実施につい

て具体的に検討されたい。  

文書事務は、財務事務をは

じめ各種事務の執行において

包含されるものであることか

ら、内部統制制度の評価対象

に含めることは、評価の実行

性、合理性の観点から十分な

検討が必要であると考えてい

ます。  

これまで地方自治法に則り

内 部 統 制 の 対 象 事 務 を 設 定

し、適正な事務執行の確保に

向 け て 取 り 組 ん で き ま し た

が、毎年度同様の不備が発生

していることから、より効果

的かつ効率的な取組となるよ

う、制度運用の中で生じた課

題等も踏まえ、他市事例等も

参考にしながら、現在その取

組全般について必要な見直し

の検討を行っています。  

 


